
株式会社グリーンパワーインベストメント「下北風力
発電事業環境影響評価方法書」に対する勧告について

平成２７年８月１２日

経 済 産 業 省

商務流通保安グループ

電 力 安 全 課

本日、電気事業法第４６条の８第１項の規定に基づき、下北風力発電事業
環境影響評価方法書について、株式会社グリーンパワーインベストメントに
対し環境保全の観点から勧告を行った。

勧告の内容は別紙のとおり。

（参考）当該地点の概要

１．計画概要

・場 所 ： 青森県むつ市、東通村、横浜町及び六ヶ所村

・原動力の種類 ： 風力

・出 力 ： 最大１３０，０００ｋＷ

２．これまでの環境影響評価に係る手続

環境影響評価方法書受理 平成２７年 ３月 ６日

住民等意見の概要受理 平成２７年 ５月１５日

青 森 県 知 事 意 見 受 理 平成２７年 ７月３１日

問合せ先：電力安全課 長村、長井

電話０３－３５０１－１７４２（直通）

０３－３５０１－１５１１（代表）

４９２１（内線）



別 紙

株式会社グリーンパワーインベストメント「下北風力発電事業

環境影響評価方法書」に対する勧告内容

環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について

１ 対象事業実施区域の周辺には、既設の風力発電事業が存在し、また他事業者が計画する風

力発電事業と対象事業実施区域の一部が重複していることから、これら事業との累積的・複

合的な環境影響について、他事業者と情報を共有し、調整を図りながら累積的・複合的な環

境影響が想定されるものについては、本事業との工事関係車両の運行計画を含めた累積的・

複合的な環境影響の調査、予測及び評価を行うこと。

２ 対象事業実施区域がある４市町村は、上水道として地表水のほか、地下水を利用している

ことから、上水道の利用状況等を明らかにした上で、工事中及び供用時の地下水、湧水を含

めた上水道の取水点における水質及び水量への影響について明らかにすること。

３ 対象事業実施区域は、ヒノキアスナロ群落等が生育する残された自然豊かな地域であり、

加えて、その大半が水源かん養、土砂流出防備及び干害防備保安林に指定されている。また

対象事業実施区域の周辺には急傾斜地崩壊危険区域が存在している。本事業実施に伴い、こ

れらヒノキアスナロ群落等を含む保安林を伐採することにより、豊かな森林環境や治山・治

水等への著しい影響が懸念されることから、事業計画の具体的な検討に当たっては、現状の

植生状態について十分な調査を行うとともに、地元の複数の専門家等から意見を聞いた上で、

これら保安林に対する影響の予測及び評価を行うこと。

４ 青森県レッドデータブックに掲載されている昆虫類以外の無脊椎動物について、適切に分

類した上で、文献資料調査や地元の専門家等の意見聴取等により、底生動物及び昆虫類以外

の無脊椎動物の重要種の見直しを行うとともに、適切な調査時期となるよう再検討した上で、

調査を行うこと。

５ 対象事業実施区域には、猛きん類を含む重要な鳥類が生息・繁殖している可能性があるこ

とから、猛きん類以外の重要な鳥類についても、行動範囲などの生態特性を考慮し、生息状

況に加えて繁殖・営巣状況について調査をした上で、予測、評価を行うこと。



６ 伐採跡地の植栽等については、現生植物を用いるなど、周辺地域と調和し、周辺の生態系

に影響を与えないような植物種の選定が必要であることから、伐採地の周辺の植物の生育に

及ぼす影響について、調査、予測及び評価を行うこと。

７ 対象事業実施区域は、自然植生やブナクラス代償植生のうち植生自然度が高いブナ-ミズ

ナラ群落、保安林等が存在しており、重要な自然環境のまとまりの場となっている。そのた

め、主務省令（平成１０ 年通商産業省令第５４号）の参考項目とはされていないが、「工事

用資材等の搬出入」及び「建設機械の稼働」による排ガス、騒音、接触事故等の動物への影

響や外来種植物の移入等のおそれがあることから、これら工事の実施に伴う動植物への影響

について、環境影響評価項目として選定することを検討すること。


